
【納税証明書に関する注意事項】

「納税証明書」は、申請日以前３ヶ月以内の証明日のものとします。委任ありの場合は、「委任

先の所在地区分」において該当する証明書を提出願います。なお、委任ありの場合は、「本店の所

在地区分」における証明書の提出は不要です。

記

（提出例）

・下妻市内に本店を置く場合 市税・県税・国税の 3種類
・茨城県外に本店を置く場合 国税（本店所在地を管轄する税務署のもの）の 1種類
・茨城県内に委任先を置く場合 県税（茨城県）・国税（本店所在地を管轄する税務署のもの）の 2種類
・茨城県外に委任先を置く場合 国税（本店所在地を管轄する税務署のもの）の 1種類
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市税

(法人

市民

税等)

所在地の

市町村
－ － － － － －

下妻市 〇 － － 〇 － －
市民税について未納税額

のない証明書

県税(

県

民・

事業

税等)

所在地の

都道府県
－ － － － － －

茨城県の様式 40号の 4

（ｲ）により茨城県税事

務所で証明を受けてくだ

さい。
茨城県 〇 〇 － 〇 〇 －

国税

(消費

税)

管轄する

税務署
〇 〇 〇 〇 〇 〇

国税庁の様式で、法人は

その 3の 3、個人事業者

はその 3の 2（本店の所

在地を管轄する税務署か

ら発行された証明書）


